
富田林市条例第  号 

 

すばるホール条例の一部を改正する条例 

 

 すばるホール条例（平成２年富田林市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

 

別表１表 すばるホール施設の利用料金の上限額中 

「 

レセプ 

ション 

ホール 

平日 ２３，８

３０ 

３１，８

７０ 

３１，８

７０ 

５５，７

１０ 

６３，７

５０ 

８７，５

９０ 

土・日 

・休日 

２８，５

１０ 

３８，１

９０ 

３８，１

９０ 

６６，８

１０ 

７６，３

８０ 

１０４，

９００ 

レセプション 

ホール控室 

２，６４

０ 

３，４６

０ 

３，４６

０ 

６，１１

０ 

６，９２

０ 

９，５７

０ 

」 

及び 

「 

アルデバラン １時間につき１，０１０円 

」 

を削り、同表備考４ただし書中「及びアルデバラン」を削る。 

 別表２表 付属設備の利用料金の上限額中 

「 

銀河の間 舞台設備 １，０１０円 

照明設備 １，０１０円 

音響設備 ２，０３０円 

映写設備 ５，０９０円 

楽器 １，６２０円 

」 

を削る。 

 

附 則 

 この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

 

報告第１３号 


